
さいたま市水道局施設修繕業者選定要綱  

  （趣旨）  

第１条   この要綱は、さいたま市水道局（以下「水道局」という。）が

発注する施設修繕（修繕工事及び単価契約に基づく修繕を除く。以

下同じ。）に係る指名業者又は見積徴取業者の選定（以下「業者の選

定等」という。）について、必要な事項を定めるものとする。  

  （業者の選定等）  

第２条   業者の選定等は、さいたま市競争入札参加資格者名簿又はさ

いたま市小規模修繕業者登録名簿に登載された者から選定するもの

とする。この場合において、別に定める執行予定額の区分に応じて、

さいたま市水道局契約審査委員会規程（平成１５年さいたま市水道

部企業管理規程第２４号）に基づくさいたま市水道局契約審査委員

会の審査等を経て行うものとする。  

  （指名業者又は見積徴取業者として選定できない業者）  

第３条  業者の選定等は、次の各号のいずれかに該当する者は、指名

業者又は見積徴取業者として選定することができない。  

⑴  さいたま市水道局建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成  

１３年５月１日設定）又はさいたま市水道局物品納入等及び委託業

務業者入札参加停止要綱（平成１９年４月１日設定）に基づく入札

参加停止期間中である者  

⑵  さいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱

（平成１３年５月１日制定）に基づく入札参加除外期間中である者  

⑶  主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不

健全である者  

⑷  建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２８条第３項による営

業停止処分期間中の者  

⑸  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」と

いう。）第１６７条の１１で準用される施行令第１６７条の４第１

項に該当する者及び水道局の発注する工事又は業務委託（以下「工



事等」という。）で同条第２項各号のいずれかに該当する行為があ

った者  

⑹  水道局の発注する工事等で、労働基準監督署から、安全管理の改

善に関する指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続し

ている者  

⑺  水道局の発注する工事等で、下請代金の支払遅延、特定資材等の

購入強制等契約関係について、関係行政機関等の情報から不適当で

あると認められた者  

⑻  労働基準局等から、労働関係等の問題について通報があり、これ

に対する改善を行わない状態が継続している者  

  （選定の方法）  

第４条  指名業者又は見積徴取業者を選定するときは、市内業者育成

に配慮し、次の各号に掲げる事項について総合的に勘案するととも

に、選定が特定の業者に偏ることのないよう、留意するものとする。  

⑴  経営状況  

⑵  過去の履行実績  

⑶  当該施設修繕についての技術的適正又は履行能力  

⑷  当該施設修繕の地理的条件  

  （業者数）  

第５条  業者の選定等における業者数は、次の各号に掲げる執行予定

額の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。ただし、特殊な

技術、機械器具又は生産設備を必要とする施設修繕の場合又は特別

の理由がある施設修繕の場合は、この限りでない。  

⑴  ２億円以上  １０者以上  

⑵  １億円以上２億円未満  ９者以上  

⑶  ５，０００万円以上１億円未満  ８者以上  

⑷  ２，５００万円以上５，０００万円未満  ７者以上  

⑸  ５００万円以上２，５００万円未満  ６者以上  

⑹  ２５０万円を超え５００万円未満  ５者以上  



⑺  １０万円以上２５０万円以下  ２者以上  

⑻  １０万円未満  １者以上  

  （その他）  

第６条   この要綱に定めのない事項については、水道事業管理者が別

に定める。  

      附   則  

 （施行期日）  

１  この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。  

 （適用）  

２  この要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に指名又は見積徴取

する業者について適用する。  


